
浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
要求水準書　新旧対照表
Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

1 ○ 9 Ⅱ 2 (2) (ク)
 （２）快適性、操作性、

安全性への配慮
 （ク）室外機、各種配管等の設置に際し「本事業」で設置された機器、配管に影響を

及ぼす恐れのある場所への機器等の設置を原則回避するように設計する。

 （ク）室外機、各種配管等の設置に際し「浜松市立小中学校空調設備整備事業」で
設置された機器、配管に影響を及ぼす恐れのある場所への機器等の設置を原則
回避するように設計する。

2 ○ 14 Ⅱ 3 (3) (ア)  （３）計量器の設置
 （ア）対象校ごとに、空調設備等の空調環境の提供に係る消費エネルギー量を各

校の一般消費分、「本事業」で設置した機器による消費エネルギー量とは別に計量
できるようにする。

 （ア）対象校ごとに、空調設備等の空調環境の提供に係る消費エネルギー量を各
校の一般消費分、「浜松市立小中学校空調設備整備事業」で設置した機器による
消費エネルギー量とは別に計量できるようにする。

3 ○ 14 Ⅱ 3 (4) (ウ)
 （４）エネルギーの供

給に必要な設備

 （ウ）設計計算の結果、本事業による付加増加分を加味した場合においても、分電
盤又は制御盤の一次側幹線の電流容量及び遮断器の遮断容量等に問題がない
場合は、既存の分電盤又は制御盤からの分岐を可とする。ただし、「本事業」にお
いて整備された幹線、分電盤及び制御盤の使用は不可とする。

 （ウ）設計計算の結果、本事業による付加増加分を加味した場合においても、分電
盤又は制御盤の一次側幹線の電流容量及び遮断器の遮断容量等に問題がない
場合は、既存の分電盤又は制御盤からの分岐を可とする。ただし、「浜松市立小中
学校空調設備整備事業」において整備された幹線、分電盤及び制御盤の使用は不
可とする。

4 ○ 15 Ⅱ 3 (4) (ケ)
 （４）エネルギーの供

給に必要な設備

 （ケ）対象校の敷地内に引き込まれた既存の都市ガス管から分岐し、本事業の空調
設備に都市ガスを供給しても、既存のガス設備（ガスを熱源とする全ての既存設備
を含む。）に影響がない場合は、既存の都市ガス管から分岐することを可とする。た
だし、「本事業」において整備された都市ガス管については、当該事業で設置され
たガスメーターの一次側都市ガス管で分岐する。

 （ケ）対象校の敷地内に引き込まれた既存の都市ガス管から分岐し、本事業の空調
設備に都市ガスを供給しても、既存のガス設備（ガスを熱源とする全ての既存設備
を含む。）に影響がない場合は、既存の都市ガス管から分岐することを可とする。た
だし、「浜松市立小中学校空調設備整備事業」において整備された都市ガス管につ
いては、当該事業で設置されたガスメーターの一次側都市ガス管で分岐する。
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
様式集　新旧対照表

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) ① 項目等 修正前 修正後

1 1 Ⅰ 2
２ 入札参加資格審査
に関する提出書類

2 6 Ⅱ 3 (2) ①
（２）入札参加資格審
査に関する提出書類
の提出要領

①　様式２-１～２-13までを一括して左綴じし、１部提出すること（番号の若い順に
並べ、様式２-１が表紙となるようにすること。）

①　様式２-１～２-14までを一括して左綴じし、１部提出すること（番号の若い順に
並べ、様式２-１が表紙となるようにすること。）

3 7 Ⅱ 3 (2) ③
（２）入札参加資格審
査に関する提出書類
の提出要領

・市税については、法人市民税、土地家屋にかかる固定資産税及び都市計画税、
償却資産にかかる固定資産税の各納税証明書を提出すること。なお、土地家屋に
かかる固定資産税及び都市計画税又は償却資産にかかる固定資産税の課税が
無く、各納税証明書を提出できない場合は、様式２-12又は様式２-13を提出するこ
と。ただし、市の令和5・6年度入札参加資格申請について、本社（店）で市と契約す
るとした場合は、本社（店）の所在地の市区町村にて発行された証明書に限る。ま
た、受任者に委任し、支社（店）で市と契約するとした場合は、支社（店）の所在地
の市区町村にて発行された証明書に限る。

・市税については、法人市民税、土地家屋にかかる固定資産税及び都市計画税、
償却資産にかかる固定資産税の各納税証明書を提出すること。なお、土地家屋に
かかる固定資産税及び都市計画税又は償却資産にかかる固定資産税の課税が
無く、各納税証明書を提出できない場合は、様式２-13又は様式２-14を提出するこ
と。ただし、市の令和5・6年度入札参加資格申請について、本社（店）で市と契約す
るとした場合は、本社（店）の所在地の市区町村にて発行された証明書に限る。ま
た、受任者に委任し、支社（店）で市と契約するとした場合は、支社（店）の所在地
の市区町村にて発行された証明書に限る。
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
様式集　新旧対照表

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) ① 項目等 修正前 修正後

4 様式2-4

5 様式2-10 -
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
様式集　新旧対照表

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) ① 項目等 修正前 修正後

6
様式2-11 暴力団対
策に係る誓約書

注１：企業ごとに作成し、様式番号に枝番を付加してください。（例　様式2-10-1） 注１：企業ごとに作成し、様式番号に枝番を付加してください。（例　様式2-11-1）

7 様式2-12 役員名簿
注１　企業ごとにそれぞれ、本様式を作成し、様式番号に枝番を付加してください。
（例　様式2-11-1）

注１　企業ごとにそれぞれ、本様式を作成し、様式番号に枝番を付加してください。
（例　様式2-12-1）

8
様式2-13 誓約書（土
地家屋用）

注２　企業ごとにそれぞれ、本様式を作成し、様式番号に枝番を付加してください。
（例　様式2-12-1）

注２　企業ごとにそれぞれ、本様式を作成し、様式番号に枝番を付加してください。
（例　様式2-13-1）

9
様式2-14 誓約書（償
却資産用）

注２　企業ごとにそれぞれ、本様式を作成し、様式番号に枝番を付加してください。
（例　様式2-12-1）

注２　企業ごとにそれぞれ、本様式を作成し、様式番号に枝番を付加してください。
（例　様式2-14-1）

10 様式3-1 入札辞退届
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
基本協定書（案）　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 条 1 (1) 項目等 修正前 修正後

1 ○ 1 1 (4) （定義） -
(4)「本入札手続」とは、浜松市立小中学校特別教室空調整備事業に係る入札手続
きをいう。

2 ○ 1 1 (10) （定義）

(9)「事業者提案」とは、落札者又は事業者が本事業の入札手続において市に提出
した提案書類、市からの質問に対する回答及び事業契約締結までに提出したその
他一切の提案をいう。ただし、市が履行義務を課さない部分若しくは履行を認めな
い部分を除く。

(10)「事業者提案」とは、落札者又は事業者が本入札手続において市に提出した提
案書類、市からの質問に対する回答及び事業契約締結までに提出したその他一切
の提案をいう。ただし、市が履行義務を課さない部分若しくは履行を認めない部分
を除く。

3 ○ 1 1 (13) （定義）
(12)「事業期間」とは、事業契約成立日から事業契約の終了する日（2039（令和21）
年3月31日）までをいう。

(13)「事業期間」とは、事業契約成立日から事業契約の終了する日（2039（令和21）
年3月31日）までをいう。ただし、事業契約が解除されたときは、当該事業契約は、
その時点において終了する。

4 ○ 2 1 (24) （定義） - (24)「暴力団員」とは、暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。

5 ○ 3 4 (2) （事業者の設立） (2)　事業者の資本金は、提案書に示された金額［金 　　    ］以上とする。 (2)　事業者の資本金は、事業者提案に示された金額［金 　　    ］以上とする。

6 ○ 3 4 (3) （事業者の設立）
(3)　事業者を設立する発起人には、提案書に示された出資者（＿＿＿＿＿＿、＿
＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿）以外の第三者を含めてはならない。

(3)　事業者を設立する発起人には、事業者提案に示された出資者（＿＿＿＿＿
＿、＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿）以外の第三者を含めてはならない。

7 ○ 4 4 3 (7) （事業者の設立）

(7)　構成企業は、事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場
合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して事業者
への追加出資又は融資を行うこと。また、その他、市が適切と認める支援措置を講
ずること。なお、構成企業が行う追加出資又は融資の上限額は、[金     ]円（事業
者提案）とする。

(7)　構成企業は、事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場
合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して事業者
への追加出資、融資、その他必要な支援措置を講ずること。なお、構成企業が行う
追加出資、融資、その他必要な支援措置の上限額は、[金     ]円（事業者提案）と
する。

8 ○ 12 別紙１　誓約書

20＿（令和＿）年＿月＿日付けで浜松市（以下「市」という。）及び＿＿＿＿＿＿＿
（以下「事業者」という。）との間で締結された浜松市立小中学校特別教室空調整備
事業契約に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証い
たします。

20＿（令和＿）年＿月＿日付けで浜松市（以下「市」という。）及び＿＿＿＿＿＿＿
（以下「事業者」という。）との間で締結された浜松市立小中学校特別教室空調整備
事業 事業契約に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保
証いたします。
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
事業契約書（案）　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 章 節 条 1 (1) ア (ア) ① 項目等 修正前 修正後

1 ○ 1 1 1 (12) （定義） -
 (12)「本入札手続」とは、浜松市立小中学校特別教室空調整備事業に係る入札手

続きをいう。

2 ○ 1 1 1 (13) （定義）
(12) 「本事業関連書類」とは、本契約、基本協定書、入札説明書等、提案書、その
他本件入札に関する質問及び意見に対する回答書をいう。

(13) 「本事業関連書類」とは、入札説明書等、提案書、その他本入札手続に関する
質問及び意見に対する回答書をいう。

3 ○ 14 4 42
（空調設備等の契約
不適合責任)

第42条　空調設備等の各引渡しを受けた日から事業期間の終了までの間に、種類
又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であ
ることが発見されたときには、事業者は、施工企業をして、履行の追完（引渡された
新設空調設備の修補、交換を含む。以下、本条において同じ。）をさせなければな
らないものとする。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、
履行の追加を請求することができない。

第42条　空調設備等の各引渡しを受けた日から事業期間の終了までの間に、種類
又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であ
ることが発見されたときには、事業者は、施工企業をして、履行の追完（引渡された
新設空調設備の修補、交換を含む。以下、本条において同じ。）をさせなければな
らないものとする。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、
履行の追完を請求することができない。

4 ○ 15 4 42 9
（空調設備等の契約
不適合責任)

9　契約不適合の判定に要する費用は、事業者の負担とする。
9　契約不適合の判定に要する費用は、合理的な範囲内において事業者の負担と
する。

5 ○ 15 4 5 44 4 （契約保証金等）

4　事業者は、第1項の契約保証金の納付に代えて同条に定める担保を納付するこ
とができる。ただし、保証事業会社の保証の場合は、公共工事の前払金保証事業
に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社に限
る。

4　第1項の定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、以下の各号に定
める担保の提供をもって代えることができるものとする。ただし、当該担保の価値
は、国債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ
関スル件（明治41年（1908年）勅令第287号）の例による金額、その他の債券にあっ
ては額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、
発行価格）の100分の80に相当する金額、保証にあってはその保証する金額によ
るものとする。

6 ○ 16 4 5 44 4 (1) （契約保証金等） -  (1)国債

7 ○ 16 4 5 44 4 (2) （契約保証金等） -  (2)前号に掲げるもののほか、市が確実と認める債券

8 ○ 16 4 5 44 4 (3) （契約保証金等） -  (3)銀行その他市が確実と認める金融機関の保証

9 ○ 16 4 5 44 4 (4) （契約保証金等） -
 (4)公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年（1952年）法律第184号）第

2条第4項に規定する保証事業会社に限る。の保証

10 10 52 3 (1) ア (イ) ② ②用いる指標

物価変動の基準とする指標及び改定する際の基準とする指標は、「（ア）着工前に
おける改定」と同じ指標を用いる。
着工前に改定が行われた際の指標値（改定が行われなかった場合は、2024（令和
6）年7月の指標値）と、改定の請求日の属する月の指標値を比較し、1.5％を超える
物価変動がある場合は、市及び事業者は物価変動に基づく改定の申し入れを行う
ことができる。

物価変動の基準とする指標及び改定する際の基準とする指標は、「（ア）着工前に
おける改定」と同じ指標を用いる。
施工期間内で着工日から12ヶ月を経過又は、前回サービス対価の改定の請求日
以降12ヶ月後に、着工前に改定が行われた際の指標値（改定が行われなかった場
合は、2024（令和6）年7月の指標値）と、改定の請求日の属する月の指標値を比較
し、1.5％を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は物価変動に基づく改定
の申し入れを行うことができる。
ただし、請求日以降、残工事が2ヶ月以上あること。

11 10 53 3 (2) ア (イ)
（イ）2027（令和9）年
度の維持管理サービ
ス対価の改定

2024（令和6）年度の下表に示す指標と、2026（令和8）年度のそれとを比較し、3％
以上の変動が認められる場合に、2027（令和9）年の維持管理サービス対価を、以
下の算式に基づいて改定する。

2024（令和6）年度の下表に示す指標と、2026（令和8）年度のそれとを比較し、3％
以上の変動が認められる場合に、2027（令和9）年の維持管理サービス対価を、以
下の算式に基づいて改定する。
改定に係る協議は、2027（令和9）年7月頃とし、2027（令和9）年度の維持管理サー
ビス対価に反映させるものとする。

12 10 53 3 (2) ア (ウ)
（ウ）2028（令和10）年
度以降の維持管理
サービス対価の改定

2028（令和10）年度については、前回改定時（（イ）の改定が行われなかった場合
は、2026（令和8）年度とする）の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3％以上
の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理サービス対価を、以下の算式
に基づいて改定する。

2028（令和10）年度については、前回改定時（（イ）の改定が行われなかった場合
は、2026（令和8）年度とする）の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3％以上
の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理サービス対価を、以下の算式
に基づいて改定する。
改定に係る協議は、毎年度1回（7月頃）とし、当該年度以降の維持管理サービス対
価に反映させるものとする。

13 14 60 7 別紙14　株主誓約書

 7.株主らは、事業者が本事業関連書類（本契約第1条（47）に定義）に従って本事業
を遂行していない場合、本契約に規定される解除原因が発生している場合等、本
事業の遂行状況に問題が発生している場合、貴市の要求に従って、貴市と事業者
との協議に参加し、事業者に関する情報を貴市に提供すること。

 7.株主らは、事業者が本事業関連書類（本契約第1条（13）に定義）に従って本事業
を遂行していない場合、本契約に規定される解除原因が発生している場合等、本
事業の遂行状況に問題が発生している場合、貴市の要求に従って、貴市と事業者
との協議に参加し、事業者に関する情報を貴市に提供すること。

14 15 62 1 別紙15　保証書（案）
保証人は、事業契約第31条第1項及び第3項に基づく事業者の市に対する債務(以
下｢主債務｣という。)を連帯して保証する。

保証人は、事業契約第42条に基づく事業者の市に対する債務(以下｢主債務｣とい
う。)を連帯して保証する。
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
モニタリング基本計画書（案）　新旧対照表

Ｎｏ 頁 1 1-1 (1) 1) ① 項目等 修正前 修正後

1 6 3 3-3 ① ①　温度

事業期間にわたって、１シーズンごとに対象校のうち12校の２割程度の対象室にお
いて、計測機材を持ち込み、室内温度及び外気温度等を専用機材により測定し、提
供条件の確認を行い、市及び対象校に報告する。なお、対象となる学校及び教室
等は、市が指定する。

事業期間にわたって、１シーズンごとに対象校のうち20校の２割程度の対象室にお
いて、計測機材を持ち込み、室内温度及び外気温度等を専用機材により測定し、提
供条件の確認を行い、市及び対象校に報告する。なお、対象となる学校及び教室
等は、市が指定する。
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